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１．はじめに 

本資料は，浜岡原子力発電所１号及び２号炉の廃止措置計画認可申請書

「六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設」，「七 性能維持施設の位

置，構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間」及び

「添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間

に関する説明書」の記載の考え方について説明する。 

 

２．性能維持施設の性能の考え方について 

性能維持施設の性能については，発電用原子炉施設及び試験研究用等原子

炉施設の廃止措置計画の審査基準（以下，「審査基準」という。）に基づき

記載する。 

【審査基準（抜粋）】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

廃止措置計画認可申請書「六 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設」

表６－１，２に定めている性能維持施設は，設置許可等を受けて設計・製作

されたものであり，これを引き続き使用するため，その性能維持施設の仕様

等として，設置時の仕様及び廃止措置時に必要な台数を「位置，構造及び設

備」欄に記載するとともに，廃止措置段階において必要となる機能を「機

能」欄に記載している。 

この性能維持施設を維持し，使用することを前提としていることから，性

能維持施設の性能は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則」等を参考に，廃止措置段階で求められる機能を維持するために必

ここで示される性能維持施設の性能については，性能維持施設が維持すべ

き機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等（以下単に「必要な仕

様等」という。）が示されていること。 
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要となる状態を記載する。 

なお，３号，４号，５号炉において引き続き使用する共用設備は，原子炉

の運転に必要な設備であるため，３号炉にて維持管理する。このため，これ

らの共用設備は性能維持設備の範囲に含めない。 

 

３．各性能維持施設の性能について 

２．に示した考え方に基づいた各性能維持施設の性能を以下に示す。 

 (１) 建屋・構築物 

建屋・構築物に必要な機能は，放射性物質が管理されない状態で外部

へ漏えいすることを防ぐ「放射性物質漏えい防止機能」及び，周辺公衆

及び放射線業務従事者の受ける被ばくを低減する「放射線遮へい機能」

である。 

建屋・構築物は，上記機能を有するよう設計・製作された設備であ

り，また，当該設備は静的機器であることから，外部へ放射性物質が漏

えいするような，あるいは，放射線障害の防止に影響するような有意な

損傷がない状態であれば，必要な機能は維持される。 

このため，建屋及び構築物の性能は，以下に示すとおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

原子炉建家（１号炉及び２号炉） 

廃棄物処理建家（１号炉及び２号炉） 

タービン建家（１号炉及び２号炉） 

希ガスホールドアップ装置建家（１号炉

のみ） 

復水ろ過脱塩装置建家（１号炉のみ） 

原子炉建家外壁（１号炉及び２号炉） 

廃棄物処理建家外壁（１号炉及び２号

炉） 

放射性物質

漏えい防止

機能 

外部へ放射性物質が

漏えいするような有

意な損傷がない状態

であること。 
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性能維持施設 機能 性能 

原子炉建家（１号炉及び２号炉） 

廃棄物処理建家（１号炉及び２号炉） 

タービン建家（１号炉及び２号炉） 

希ガスホールドアップ装置建家（１号炉

のみ） 

復水ろ過脱塩装置建家（１号炉のみ） 

原子炉建家外壁（１号炉及び２号炉） 

廃棄物処理建家外壁（１号炉及び２号

炉） 

原子炉容器外側の壁 （１号炉及び２号

炉） 

ドライウェル外周の壁（１号炉及び２号

炉） 

放射線遮へ

い機能 

放射線障害の防止に

影響するような有意

な損傷がない状態で

あること。 

 

(２) 放射性廃棄物の廃棄施設 

ａ．放射性気体廃棄物の廃棄設備 

１号炉及び２号炉用の排気口は，第２段階において，放射性気体廃棄

物の放出経路変更工事として，排気筒（１号及び２号炉共用）に通じる

主排気ダクトを，１号炉及び２号炉主排気ダクトの合流点の上流で切断

し，切断位置にそれぞれ１基設置した。 

排気口に必要な機能は，放射性気体廃棄物を適切に放出するための排

出口としての「放出経路確保機能」である。 

排気口の機能を維持するためには，以下の事項を満足する必要があ

る。 

・放射性気体廃棄物を放出する設備は，排気口の出口以外の箇所にお

いて放射性気体廃棄物を放出しないこと 

排気口は，上記事項を満足するよう設計・製作された設備であり，ま

た，当該設備は静的機器であることから，放射性気体廃棄物の放出に影
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響するような有意な損傷がない状態であれば，必要な機能は維持され

る。 

このため，排気口の性能は，以下に示すとおりである。 

性能維持施設 機能 性能 

排気口（１号炉

及び２号炉） 

放出経路確保

機能 

放射性気体廃棄物の放出に影響す

るような有意な損傷がない状態で

あること。 

 

ｂ．放射性液体廃棄物の廃棄施設 

(a)タンク，ろ過装置及び脱塩装置 

放射性液体廃棄物の廃棄施設のタンク，ろ過装置及び脱塩装置（以

下，「タンク等」という。）に必要な機能は，放射性液体廃棄物を適切

に処理するための容器としての「放射性廃棄物処理機能」である。 

タンク等の機能を維持するためには，以下の事項を満足する必要があ

る。 

・放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること 

・放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく

腐食しないものであること 

タンク等は，上記事項を満足するよう設計・製作された設備であり，

また，当該設備は静的機器であることから，内包する放射性物質が漏え

いするようなき裂，変形等の異常がない状態であれば，必要な機能は維

持される。 

このため，液体廃棄物の廃棄設備のタンク等の性能は，以下に示すと

おりである。 
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性能維持施設 機能 機能 

【１号炉】 

放 射 性

廃 棄 物

処 理 機

能 

内 包 す る

放 射 性 物

質 が 漏 え

い す る よ

うなき裂，

変 形 等 の

異 常 が な

い 状 態 で

あること。 

機器ドレン処理

系 

機器ドレン収集タンク 

機器ドレン清水槽 

機器ドレンサンプルタンク 

廃液サージタンク 

ろ過装置（常用） 

    （予備） 

脱塩装置 

床ドレン処理系 

床ドレン収集タンク 

床ドレンサンプルタンク（再使用

系） 

床ドレンサンプルタンク（放出系） 

ろ過装置 

脱塩装置 

再生廃液処理系 廃液中和タンク 

シャワードレン

系（１号及び２

号炉共用） 

シャワードレンタンク 

【２号炉】 

機器ドレン処理

系 

機器ドレン収集槽 

機器ドレン清水槽 

機器ドレンサンプル槽 

機器ドレンサージ槽 

ろ過装置（常用） 

    （予備） 

脱塩装置 

床ドレン処理系 

床ドレン収集タンク 

床ドレンサンプルタンク（再使用

系） 

床ドレンサンプルタンク（放出系） 

ろ過装置 

脱塩装置 

化学廃液処理系 
雑廃液サージ槽 

再生廃液収集タンク 

シャワードレン

系（１号及び２

号炉共用） 

シャワードレンタンク 
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(b)１号炉再生廃液処理系及び２号炉化学廃液処理系の廃液濃縮器 

液体廃棄物の廃棄設備の１号炉再生廃液処理系及び２号炉化学廃液処

理系の廃液濃縮器（以下，「処理装置等」という。）に必要な機能は，

放射性液体廃棄物を適切に処理するための「放射性廃棄物処理機能」で

ある。 

処理装置等の機能を維持するためには，以下の事項を満足する必要が

ある。 

・周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が，原子力規

制委員会の定める濃度限度以下になるように原子炉施設において発

生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること 

処理装置等は，上記事項を満足するよう設計・製作された設備である

ため，放射性液体廃棄物を処理する能力を有する状態であれば，必要な

機能は維持される。 

このため，液体廃棄物の廃棄設備の処理装置等の性能は，以下に示す

とおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

再生廃液処理系

（１号炉） 
廃液濃縮器 

放射性廃棄

物処理機能 

放射性液体廃棄物

を処理する能力を

有する状態である

こと。 
化学廃液処理系

（２号炉） 
廃液濃縮器 
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(c)復水器冷却水放水路 

液体廃棄物の廃棄設備の復水器冷却水放水路に必要な機能は，放射性

液体廃棄物を適切に放出するための排出口としての「放出経路確保機

能」である。 

復水器冷却水放水路は，上記機能を有するよう設計・製作された設備

であり，また，当該設備は静的機器であることから，放射性液体廃棄物

の海への放出に影響するような有意な損傷がない状態であれば，必要な

機能は維持される。 

このため，復水器冷却水放水路の性能は，以下のとおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

復水器冷却水放水路（１号炉，

２号炉） 

放出経路確保

機能 

放射性液体廃棄物の放

出に影響するような有

意な損傷がない状態で

あること。 

 

ｃ．放射性固体廃棄物の廃棄施設 

放射性固体廃棄物の廃棄施設のタンクに必要な機能は，放射性固体廃

棄物を適切に処理及び貯蔵保管するための容器としての「放射性廃棄物

処理機能」である。 

タンクの機能を維持するためには，以下の事項を満足する必要があ

る。 

・放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること 

・崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え，かつ，放射性  

廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食し

ないこと 
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タンクは，上記事項を有するよう設計・製作された設備であり，ま

た，当該設備は静的機器であることから，内包する放射性物質が漏えい

するような異常がない状態であれば，必要な機能は維持される。 

このため，固体廃棄物の廃棄設備の各タンクの性能は，以下に示すと

おりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

【１号炉】 

濃縮廃液貯蔵タンク 

原子炉冷却材浄化系粉末樹脂貯蔵タン

ク 

燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵タ

ンク 

使用済樹脂貯蔵タンク 

復水系粉末樹脂貯蔵槽 

フィルタスラッジ貯蔵タンク 

放射性廃棄物

処理機能 

内包する放射性

物質が漏えいす

るようなき裂，変

形等の異常がな

い状態であるこ

と。 

【２号炉】 

濃縮廃液貯蔵タンク 

原子炉冷却材浄化系粉末樹脂貯蔵槽 

燃料プール冷却浄化系粉末樹脂貯蔵槽 

使用済樹脂貯蔵槽 

復水系粉末樹脂貯蔵槽 

フィルタスラッジ貯蔵槽 

 

(３) 放射線管理施設 

ａ．原子炉施設内外の放射線監視 

エリア・モニタは，『原子力発電所放射線モニタリング指針（ＪＥＡ

Ｇ4606-2003）』「エリア放射線モニタリング」を基に選定したエリ

ア・モニタについて維持対象とする。 

放射線管理施設の管理区域内の放射線監視に必要なエリア・モニタの



 

9 

 

機能は，管理区域内での放射線を監視する「放射線監視機能」である。 

エリア・モニタは，上記機能を有するよう設計・製作された設備であ

るため，以下の事項を満足する状態であれば，必要な機能は維持され

る。 

・管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に

必要とする場所の線量当量率を計測すること 

・線量当量率が著しく上昇した場合においてこれを確実に検出して自

動的に警報すること 

このため，エリア・モニタの性能は，以下に示すとおりである。 

なお，原子炉施設外の放射線監視の機能は，「ｂ．環境への放射性物

質の放出管理」に含まれる。 

 

性能維持施設 機能 性能 

エリア・モニタ 放射線監視機能 

線量当量率を測定できる状

態であること。 

 

警報設定値において警報が

発信する状態であること。 

 

ｂ．環境への放射性物質の放出管理 

放射線管理施設の環境への放射性物質の放出管理に必要な各プロセ

ス・モニタの機能は，放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境へ

の放出を管理するための「放射線監視機能」及び「放出管理機能」であ

る。 

各プロセス・モニタは，上記機能を有するよう設計・製作された設備

であるため，以下の事項を満足する状態であれば，必要な機能は維持さ

れる。 
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・排気口の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度を計測すること 

・排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度

を計測すること 

・放射性物質の濃度が著しく上昇した場合においてこれを確実に検出

して自動的に警報すること 

このため，放射線管理施設の各プロセス・モニタの性能は，以下に示

すとおりである。 

性能維持施設 機能 性能 

排気サンプリング装置（１号炉及び２号

炉） 

排水のサンプリング装置（１号炉及び２号

炉） 
放射線監視機能 

 

放出管理機能 

内包する放射

性物質が漏え

いするような

き裂、変形等

の異常がない

状態であるこ

と。 

排気口ダストモニタ（１号炉及び２号炉） 

排水モニタ（１号炉及び２号炉） 

放射性物質の

濃度を測定で

きる状態であ

ること。 

 

警報設定値に

おいて警報が

発信できる状

態 で あ る こ

と。 

原子炉機器冷却水系モニタ（１号炉及び２

号炉） 

原子炉機器冷却系海水モニタ（１号炉及び

２号炉） 

タービン建家海水ドレンサンプモニタ（１

号炉及び２号炉） 

放射線監視機能 

 

放出管理機能 

 

ｃ．管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理 

管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に必要な機能

は，放射線業務従事者個人の被ばく及び汚染の確認並びにエリア内の空

気中の放射性物質濃度を確認する「放射線監視機能」である。 
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放射線管理関係設備は，上記機能を有するよう設計・製作された設備

であるため，以下の事項を満足する状態であれば，必要な機能は維持さ

れる。 

・出入管理，汚染の管理及び放射線分析ができること 

このため，放射線管理関係設備の性能は，以下に示すとおりである。 

性能維持施設 機能 性能 

試料放射能測定装置（1号及

び2号炉共用） 
放射線監視機能 

放射線分析ができる

状態であること。 

放射線管理室（1号及び2号炉

共用） 
放射線監視機能 

人の出入管理ができ

る状態であること。 

汚染除去室（1号及び2号炉共

用） 
放射線監視機能 

汚染の管理ができる

状態であること。 

 

(４) 解体中に必要なその他の施設 

ａ．換気設備 

換気設備に必要な機能は，施設内で発生する放射性廃棄物の処理，放

射性粉じんの発生の可能性がある解体作業等において，空気浄化を行

う，また，周辺公衆の被ばくを低減する「換気機能」である。 

換気設備の機能を維持するためには，以下の事項を満足する必要があ

る。 

・放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであるこ

と 

換気設備は，上記事項を満足するよう設計・製作された設備であるた

め，フィルタを介した状態で給気ファン及び排気ファンを運転すること

により，放射線障害を防止するために必要な換気ができる状態であれ

ば，必要な機能は維持される。 

このため，換気設備の性能は，以下に示すとおりである。 
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性能維持施設 機能 性能 

原子炉建家常用換気系（１号炉及び２

号炉） 

タービン建家換気系（１号炉及び２号

炉） 

廃棄物処理建家換気系（１号炉及び２

号炉） 

希ガスホールドアップ装置建家換気系

（１号炉のみ） 

復水ろ過脱塩装置建家換気系（１号炉

のみ） 

換気機能 

放射線障害を防

止するために必

要な換気ができ

る状態であるこ

と。 

 

ｂ．その他の安全確保上必要な設備 

  (a)照明設備 

照明設備に必要な機能は，商用電源が喪失した際，作業員が建家から

安全に避難するための「照明機能」である。 

照明設備（誘導灯）は，上記機能を有するよう設計・製作された設備

であるため，商用電源が喪失した場合においても，照明設備（誘導灯）

が点灯できる状態であれば，必要な機能は維持される。 

このため，照明設備の性能は，以下に示すとおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

安全確保上必要な

照明設備（誘導灯） 
照明機能 

安全確保上必要な照明設備（誘

導灯）が点灯できる状態である

こと。 

 

  (b)原子炉機器冷却系 

原子炉機器冷却系に必要な機能は，放射性液体廃棄物の放出におい

て，放射性液体廃棄物を希釈し，放出するために必要な「放出経路確保

機能」である。 
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廃止措置段階においては，放射性液体廃棄物の放出において，放射性

液体廃棄物を希釈し，放出するために必要な容量が供給できる状態であ

れば必要な機能は維持される。 

このため、原子炉機器冷却系の性能は、以下に示すとおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

原子炉機器冷却水海水ポンプ 放出経路確保機能 

放射性液体廃棄物の放

出に必要な希釈水を供

給できる状態であるこ

と。 

 

(５) その他の安全対策 

ａ．火災の防護設備 

廃止措置では，その他の安全対策に必要な機能は，火気作業や可燃物

を取り扱うことから，消火を行うために必要な「消火機能」である。 

消火栓及び移動形消火器は，上記機能を有する設計・製作された設備

であるため，消火のために消火装置が使用できる状態であれば，必要な

機能は維持される。 

このため，消火装置の性能は，以下のとおりである。 

 

性能維持施設 機能 性能 

消火栓 

移動形消火器 
消火機能 

消火栓及び移動形消火器が使用でき

る状態であること。 

なお，エリア解体に合わせ，供用を終了した範囲を除く。 
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４．変更前後の性能維持施設の比較 

審査基準と照らし合わせた性能維持施設の機能・維持台数の比較を表－

１，２に示す。主な相違点は以下のとおり。 

＜性能維持施設から除外する設備＞ 

（１）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設として記載していた燃料取替機，

原子炉建家クレーン及び使用済燃料貯蔵設備（燃料プール）は，解体工

事に使用する作業ツール等として記載していたが，審査基準に照らし合

わせて確認した結果，新燃料及び使用済燃料の搬出が終了していること

から審査基準に該当しないと判断し，性能維持施設から除外する。 

（２）排気筒及び排気筒モニタ 

放射性廃棄物の廃棄施設として記載していた排気筒及び放射線管理施

設として維持管理していた排気筒モニタは，第２段階において，放射性

気体廃棄物の放出経路変更工事にて，排気筒（１号及び２号炉共用）に

通じる主排気ダクトを，１号炉及び２号炉主排気ダクトの合流点の上流

で切断し，排気口を１号炉及び２号炉にそれぞれ１基設置し，合わせて

排気口モニタの設置を終了したことから，維持すべき期間が終了したた

め性能維持施設から除外する。 

（３）蓄電池 

    解体中に必要なその他の施設（電源設備）として記載していた蓄電池

は，新燃料及び使用済燃料の搬出終了に加え，商用電源喪失時に建屋内

からの退避を想定し非常用照明の電源として維持していたが，作業員の

建物外への退避はバッテリー内蔵型誘導灯（蓄電池によらない）により

可能であることから性能維持施設から除外する。 
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（４）原子炉容器 

    原子炉容器は，放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は被ばくの低

減の観点から原子炉容器に水を張っていたため維持管理施設として記載

していたが，審査基準の要求に照らし合わせた結果，該当しないと判断

したため性能維持施設から除外する。 

（５）圧縮空気系及びクレーン設備 

    圧縮空気系及びクレーン設備は，維持管理施設の作業ツールとして記

載していたが，審査基準の要求に照らし合わせた結果，該当しないと判

断したため性能維持施設から除外する。 

 

＜維持台数を見直す設備＞ 

(１) 原子炉機器冷却系（１，２号炉） 

維持台数は，「系列」から「台数」単位の記載に変更する。 

当社は，第１段階中に放射性液体廃棄物の希釈水を復水器冷却水から

原子炉機器冷却系海水へ切り替え，それ以降，放射性液体廃棄物を１号

又は２号炉の復水器冷却水放水口を経由し放出しており，放出経路確保

機能を担保するため，放射性液体廃棄物の希釈・放出に必要な流量を満

足する維持台数として，原子炉機器冷却水系海水ポンプ２台とする。 

(２) プロセス系液体モニタ 

   維持台数は，「式」から「台数」単位の記載に変更する。 

また，放射線監視機能及び放出管理機能を担保するため，維持台数は

運転中と同様に，原子炉機器冷却水系モニタ，原子炉機器冷却系海水モ

ニタ各々２台，タービン建家海水ドレンサンプモニタ１台とする。 

(３) エリア・モニタ 

維持台数は，「系列」から「台数」単位の記載に変更する。 
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また，放射線監視機能を担保するため，『原子力発電所放射線モニタ

リング指針（ＪＥＡＧ4606-2003）』「エリア放射線モニタリング」を基

に以下の３つの観点から選定したエリア・モニタを維持対象とする。 

① 人の駐在 

② 放射線レベルの変動 

③ 人の立ち入り 

各建家での具体的なエリア・モニタの設置場所を図－１，２に示す。ま

た，各建家の維持台数は，以下のとおりであり，選定の考え方を表－

３，４に示す。 

建家名 維持台数 

【１号炉】 

原子炉建家 ７ 

廃棄物処理建家 ３ 

復水ろ過脱塩装置建家 ４ 

【２号炉】 

原子炉建家 ８ 

廃棄物処理建家 ５ 

(４) 換気設備 

ａ．原子炉建家常用換気系（１，２号炉） 

原子炉建家常用換気系の維持台数は，放射性廃棄物の処理，放射性粉

じんの発生の可能性がある解体作業等において，空気浄化が必要な場合

があるため，また，周辺公衆の被ばくを低減するため，性能維持施設と

して必要な維持台数は，運転中と同様に空気浄化ができる給気ファン１

台，排気ファン１台，高性能粒子フィルタ１台とする。 
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ｂ．タービン建家換気系及び廃棄物処理建家換気系（１，２号炉） 

維持台数は，「系列」から「台数」単位の記載に変更する。 

放射性廃棄物の処理，放射性粉じんの発生の可能性がある解体作業等

において，空気浄化が必要な場合があるため，また，周辺公衆の被ばく

を低減するため，性能維持施設として必要な維持台数は，運転中と同様

に空気浄化ができる，それぞれ給気ファン１台（２号炉タービン建家換

気系給気ファンは２台），排気ファン１台，高性能粒子フィルタ１個と

する。 

ｃ．希ガスホールドアップ装置及び復水ろ過脱塩装置建家換気系（１号炉

のみ） 

維持台数は，「系列」から「台数」単位の記載に変更する。 

放射性廃棄物の処理，放射性粉じんの発生の可能性がある解体作業等  

において，空気浄化が必要な場合があるため，また，周辺公衆の被ばく

を低減するため，性能維持施設として必要な維持台数は，運転中と同様

に空気浄化ができる，それぞれ給気ファン１台，排気ファン１台，高性

能粒子フィルタ１個とする。 



表－１ 性能維持施設の第２段階中における現行と変更との比較（１号炉）（１／６） 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

原子炉

施設の

一般構

造 

その他

の主要

な構造 

原子炉建家 
地下２階，地上５階建 

鉄筋コンクリート造 

漏えい防止機能 

 

遮へい機能 

－ 

第２段階中，機能維

持 
外部へ放射性物質が漏えいす

るような有意な損傷がない状

態であること 

 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射性物質

漏えい防止

機能 

 

放射線遮へ

い機能 

１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数を「式」で記載 

廃棄物処理建家 
地下２階，地上２階建 

鉄筋コンクリート造 
－ １式 

タービン建家 

地下１階，地上３階建 

鉄筋コンクリート造，一

部鉄骨造 

－ １式 

希ガスホールドアップ

装置建家 
地下 1 階，地上 3 階建 

鉄筋コンクリート造 
－ 

当該建家内の管理区

域解除完了まで 
１式 

当該建屋内の管

理区域解除完了

まで 

復水ろ過脱塩装置建家 
地下 2 階，地上 2 階建 

鉄筋コンクリート造 
－ 

第２段階中，機能維

持 
１式 

第２段階中，機

能維持 

原子炉

本体 

原子炉

容器 
原子炉容器 低合金鋼製の耐圧容器 

漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 

炉内除染及び炉心支

持構造物等の取出し

完了まで機能維持 

－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

遮へい効果のため水を張って

いたことから，性能維持施設と

していたが，審査基準の要求を

踏まえて整理した結果，性能維

持施設に該当しないと判断し

たことから，性能維持施設とし

て管理しない。 

放射線

遮へい

体 

原子炉圧力容器外側の

壁 
鉄筋コンクリート造 遮へい機能 － 

第２段階中，機能維

持 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射線遮へ

い機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数を「式」で記載 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮

へいプラグを除く） 

鉄筋コンクリート造 遮へい機能 － 
第２段階中，機能維

持 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射線遮へ

い機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

原子炉建家外壁 鉄筋コンクリート造 
漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 

外部へ放射性物質が漏えいす

るような有意な損傷がない状

態であること 

 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射性物質

漏えい防止

機能 

 

放射線遮へ

い機能 

１式 
第２段階中，機

能維持 

廃棄物処理建家外壁 鉄筋コンクリート造 
漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 
１式 

第２段階中，機

能維持 

核燃料

物質の

取扱及

び貯蔵

施設 

核燃料

物質取

扱設備 

燃料取替機（１号炉原

子炉建家内） 

燃料取替機（１号原子炉

建家内） 
移送機能 １式 

制御材等の燃料ﾌﾟｰﾙ(1

号炉原子炉建家内)から

の搬出完了まで 
－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

新燃料及び使用済燃料の搬出

を終了していることから，性能

維持施設として管理しない。 原子炉建家クレーン

（１号炉原子炉建家

内） 

原子炉建家クレーン（１

号炉原子炉建家内） 

吊上げ・運搬機

能 
１基 第２段階中，機能維持 － － － － 

核燃料

物質の

貯蔵施

設 

使用済燃料貯蔵施設

（１号炉原子炉建家

内）（使用済燃料貯蔵

ラックを除く） 

燃料プール 

漏えい防止機能 

遮へい機能 

貯蔵機能 

１式 
貯蔵対象物の燃料ﾌﾟｰﾙ

(1号炉原子炉建家内)か

らの搬出完了まで 
－ － － － 

  



表－１ 性能維持施設の第２段階中における現行と変更との比較（１号炉）（２／６） 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射性

廃棄物

の廃棄

施設 

気体廃

棄物の

廃棄施

設 

排気口 

排気筒（１

号及び２

号炉共用） 

地上高さ：約１００ｍ 
放出経路確保機

能 
１基 

放射性気体廃棄物の放

出経路の排気口への切

替完了まで 
－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，維

持すべき期間を終了したこと

から記載を削除する。 

排気口 地上高さ：約２０ｍ 
放出経路確保機

能 
１基 

放射性気体廃棄物の放

出経路の排気口への切

替完了後から，第２段

階中，機能維持 

タービン建

家屋上 

地上高さ：

約２０ｍ 

排気口 

放射性気体

廃棄物の放

出に影響す

るような有

意な損傷が

ない状態で

あ る こ と 

放出経路確

保機能 
１基 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性

能維持施設の仕様を記載す

る。 

液体廃

棄物の

廃棄設

備 

機器ドレン処理系 

機器ドレン収集タンク 

放射性廃棄物処

理機能 

１基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

機器ドレン清水槽 １基 １基 

機器ドレンサンプルタン

ク 
２基 ２基 

廃液サージタンク １基 １基 

ろ過装置 

２基 

(常用) 

２基 

(常用) 

１基 

(予備) 

１基 

(予備) 

脱塩装置 １基 １基 

床ドレン処理系 

床ドレン収集タンク 

放射性廃棄物処

理機能 

１基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

 

床ドレンサンプルタンク 

（再使用系） 
１基 １基 

床ドレンサンプルタンク 

（放出系） 
２基 ２基 

ろ過装置 １基 １基 

脱塩装置 １基 １基 



表－１ 性能維持施設の第２段階中における現行と変更との比較（１号炉）（３／６） 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射性

廃棄物

の廃棄

施設 

液体廃

棄物の

廃棄設

備 

再生廃液処理系 

廃液中和タンク 

放射性廃棄物処

理機能 

２基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 
２基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

廃液濃縮器 ２基 
放射性液体廃棄物を処理する

能力を有する状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 
２基 

シャワードレン系（１

号及び２号炉共用） 
シャワードレンタンク ２基 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 
２基 

復水器冷却水放水路 復水器冷却水放水路 
放出経路確保機

能 
一式 

放射性液体廃棄物の放出に影

響するような有意な損傷がな

い状態であること 

放出経路確

保機能 
１式 

固体廃

棄物の

廃棄設

備 

濃縮廃液系 濃縮廃液貯蔵タンク 

放射性廃棄物処

理機能 

３基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

３基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

使用済樹脂系 

原子炉冷却材浄化系粉末

樹脂貯蔵タンク 

容量：約30m3×2 約90m3

×2 

４基 ４基 

燃料プール冷却浄化系粉

末樹脂貯蔵タンク 

容量：約95m3×3 

３基 ３基 

使用済樹脂貯蔵タンク 

容量：約50m3×2 
２基 ２基 

復水系粉末樹脂貯蔵槽 

容量：約380m3×3 
３基 ３基 

フィルタスラッジ系 

フィルタスラッジ貯蔵タ

ンク 

容量：約90m3×2 

２基 ２基 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射線

管理施

設 

屋内管

理用の

主要な

設備 

プロセス・モニタ プロセス系液体モニタ 
放射線監視機能 

放出管理機能 
一式 

第２段階中，機能維

持 

・原子炉機器

冷却水系モニ

タ 

 

・原子炉機器

冷却系海水モ

ニタ 

 

・タービン

建家海水ド

レンサンプ

モニタ 

放射性物質

の濃度を測

定できる状

態であるこ

と 

 

警報設定値

において警

報が発信で

きる状態で

あること 

放射線監視

機能 

 

放出管理機

能 

２台 

 

２台 

 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

プロセス系液体モニタを構成

するモニタを記載。 

維持台数は、運転中と差異な

し。 

エリア・モニタ エリア・モニタ 放射線監視機能 一式 

第２段階中，機能維

持（希ガスホールド

アップ装置建家は，

建家の汚染の除去工

事着手まで） 

線量当量率を測定できる状態

であること 

 

警報設定値において警報が発

信できる状態であること 

放射線監視

機能 

１４

台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

維持台数は，「原子力発電所放

射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指針（JEAG4606-

2003）」を基に，「人の駐在」，

「放射線レベルの変動」及び

「人の立ち入り」の観点から

選定したものを性能維持施設

の維持台数とする。 

試料放射能測定装置

（１号及び２号炉共

用） 

測定用機器 放射線監視機能 一式 

第２段階中，機能維

持 

放射線分析ができる状態であ

ること 

放射線監視

機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

放射線管理室（１号及

び２号炉共用） 
放射線管理室 

放射線監視機能 

一式 
人の出入管理ができる状態で

あること 

放射線監視

機能 
１式 

汚染除去室（１号及び

２号炉共用） 
汚染除去室 一式 

汚染の管理ができる状態であ

ること 

放射線監視

機能 
１式 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射線

管理施

設 

屋外管

理用の

主要な

設備 

排気筒モニタ（１号及

び２号炉共用） 

排気筒モニタ 

排気筒ダストモニタ 

排気サンプリング装置 

放射線監視機能 

放出管理機能 

一式 

第１段階終了後か

ら，放射性気体廃棄

物の放出経路の排気

口への切替完了まで 

－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，維

持すべき期間を終了したこと

から記載を削除する。 

排気口モニタ 

排気口モニタ 

排気口ダストモニタ 

排気サンプリング装置 

一式 

放射性気体廃棄物の

放出経路の排気口へ

の切替完了後から，

第２段階中,機能維

持 

排気口ダ

ストモニ

タ 

設置場所 

：原子炉建

家４階 

 

検出器 

：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼ

ﾝﾁﾚｰﾀｰ 

 

計測範囲 

： 10-1 ～

103cps 

 

記録場所 

：中央制御

室 

放射性物

質の濃度

を測定で

きる状態

であるこ

と 

 

警報設定

値におい

て警報が

発信でき

る状態で

あること 

放射線監視

機能 

 

放出管理機

能 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性

能維持施設の仕様を記載す

る。 

排気口モニタ２台のうち１台

は予備機であるため、運用最

低必要台数を性能維持施設の

維持台数とする。 

排気サン

プリング

装置 

設置場所 

：原子炉建

屋家４階,

タービン

建家屋上,

屋外 

 

仕様 

：サンプル

ポンプ,ダ

ストフィ

ルタ（固定

式）,サン

プル配管 

内包する

放射性物

質が漏え

いするよ

うなき裂，

変形等の

異常がな

い状態で

あること 

１式 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性

能維持施設の仕様を記載す

る。 

排水モニタ 排水モニタ 一式 

第２段階中，機能維

持 

放射性物質の濃度を測定でき

る状態であること 

警報設定値において警報が発

信できる状態であること 

放射線監視

機能 

 

放出管理機

能 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数の記載を「式」から

「台数」に変更 

排水のサンプリング装

置 
排水サンプリング装置 一式 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

１式 

●運転中と差異なし 

原子炉

格納施

設 

その他

の主要

な事項 

原子炉建家常用換気系 

送風機 

 

排風機 

 

高性能粒子フィルタ 

換気機能 

２台 

 

２台 

 

２台 

第２段階中，機能維

持 

給気ファン 

 

排気ファン 

 

高性能粒子

フィルタ 

放射線障害

を防止する

ために必要

な換気がで

きる状態で

あること 

換気機能 

１台 

 

１台 

 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

給気ファン・排気ファン２台

のうち１台は運転中から予備

機であるため、運用最低必要

台数を性能維持施設の維持台

数とする。 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 

維持すべき

仕様，性能 

要求され

る機能 
台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

その他

原子炉

の附属

施設 

非常用

電源設

備 

蓄電池 所内用 蓄電池 
電源供給

機能 
２組 第２段階中，機能維持 ― ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

新燃料及び使用済燃料の搬出終了に加え、商用電

源喪失時に建屋内からの退避を想定し非常用照明

の電源として維持していたが，作業員の建物外へ

の退避はバッテリー内蔵型誘導灯（蓄電池によら

ない）により可能であることから，性能維持施設と

して管理しない。 

その他

主要施

設 

発電所

補助系 

換気系 

タービン建家換

気系 

空気供給系 

 

排気系 

換気機能 

１系列 

 

１系列 

第２段階中，機能維持 

給気ファン 

 

排気ファン 

 

高性能粒子フィ

ルタ 

放射線障害を防止

するために必要な

換気ができる状態

であること 

換気機能 

１台 

 

１台 

 

１台 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

維持台数の記載を「系列」から「台数」に変更 

給気ファン・排気ファン２台のうち１台は運転中

から予備機であるため、運用最低必要台数を性能

維持施設の維持台数とする。 廃棄物処理建家

換気系 

空気供給系 

 

排気系 

１系列 

 

１系列 

第２段階中，機能維持 

第２段階

中，機能

維持 

希ガスホールド

アップ装置建家

換気系 

空気供給系 

 

排気系 

１系列 

 

１系列 

建家の汚染の除去工事

着手まで 

当該建家

内の管理

区域解除

完了まで 

復水ろ過脱塩装

置建家換気系 

空気供給系 

 

排気系 

１系列 

 

１系列 

第２段階中，機能維持 

第２段階

中，機能

維持 

消火装置 消火装置 消火機能 一式 

第２段階中，機能維持 

エリア解体に合わせ，

供用を終了した範囲を

除く 

移動形消火器 

消火栓 

（エリア解体に合

わせ，供用を終了

した範囲を除く） 

消火栓及び移動形

消火器が使用でき

る状態であること 

消火機能 １式 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

設備名称を具体的な設備名称に適正化を図る。 

圧縮空気

系 

計器用圧縮空気

系 

計器用圧縮

空気設備 

圧縮空気

供給機能 
一式 

第２段階中，機能維持 

エリア解体に合わせ，

供用を終了した範囲を

除く 

－ ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

維持管理の間接系，作業ツールとして維持管理施

設に記載していたが，審査基準の要求を踏まえて

整理した結果，性能維持施設に該当しないと判断

したことから，性能維持施設として管理しない。 

原子炉

補助系 

原子炉機

器冷却系 

原子炉機器冷却

海水系 

原子炉機器

冷却海水系 

放出経路

確保機能 
２系統 

第２段階中，機能維持 

エリア解体に合わせ，

供用を終了した範囲を

除く 

原子炉機器冷却

水系海水ポンプ 

放射性液体廃棄物

の放出に必要な希

釈水を供給できる

状態であること 

放出経路

確保機能 
２台 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

維持台数の記載を「系列」から「台数」に変更 

廃止措置計画認可申請書記載のとおり，放出経路

確保機能を担保するため，放射性液体廃棄物の希

釈・放出に必要な流量を満足するために必要な台

数を維持台数とする。 

－ クレーン設備 
クレーン設

備 

吊上げ・

運搬機能 
一式 

吊上げ・運搬対象物の

撤去完了まで 

エリア解体に合わせ，

供用を終了した範囲を

除く 

－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

維持管理の間接系，作業ツールとして維持管理施

設に記載していたが，審査基準の要求を踏まえて

整理した結果，性能維持施設に該当しないと判断

したことから，性能維持施設として管理しない。 

－ 照明設備 

安全確保上

必要な照明

設備（非常

灯） 

照明機能 － 第２段階中，機能維持 

安全確

保上必

要な照

明設備

（誘導

灯） 

建屋内 

 

バッテ

リー内

臓型誘

導灯 

安全確保上

必要な照明

設備（誘導

灯）が点灯

できる状態

であること 

照明機能 １式 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

設備名称を具体的な設備名称に適正化を図る。 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

原子炉

施設の

一般構

造 

その他

の主要

な構造 

原子炉建家 
地下２階，地上５階建 

鉄筋コンクリート造 

漏えい防止機能 

 

遮へい機能 

－ 

第２段階中，機能維

持 

外部へ放射性物質が漏えいす

るような有意な損傷がない状

態であること 

 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射性物質漏

えい防止機能 

 

放射線遮へい

機能 

１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数を「式」で記載 

廃棄物処理建家 
地下２階，地上２階建 

鉄筋コンクリート造 
－ １式 

タービン建家 

地下１階，地上３階建 

鉄筋コンクリート造，一

部鉄骨造 

－ １式 

原子炉

本体 

原子炉

容器 
原子炉圧力容器 低合金鋼製の耐圧容器 

漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 

炉内除染及び炉心支

持構造物等の取出し

完了まで機能維持 

－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

遮へい効果のため水を張って

いたことから，性能維持施設と

していたが，審査基準の要求を

踏まえて整理した結果，性能維

持施設に該当しないと判断し

たことから，性能維持施設とし

て管理しない。 

放射線

遮へい

体 

原子炉圧力容器外側の

壁 
鉄筋コンクリート造 遮へい機能 － 

第２段階中，機能維

持 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射線遮へい

機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数を「式」で記載 

ドライウェル外周の壁 

（原子炉ウェル上の遮

へいプラグを除く） 

鉄筋コンクリート造 遮へい機能 － 
第２段階中，機能維

持 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射線遮へい

機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

原子炉建家外壁 鉄筋コンクリート造 
漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 

外部へ放射性物質が漏えいす

るような有意な損傷がない状

態であること 

 

放射線障害の防止に影響する

ような有意な損傷がない状態

であること 

放射性物質漏

えい防止機能 

 

放射線遮へい

機能 

１式 
第２段階中，機

能維持 

廃棄物処理建家外壁 鉄筋コンクリート造 
漏えい防止機能 

遮へい機能 
－ 

第２段階中，機能維

持 
１式 

第２段階中，機

能維持 

核燃料

物質の

取扱及

び貯蔵

施設 

核燃料

物質取

扱設備 

燃料取替機（２号炉原

子炉建家内） 

燃料取替機（２号原子炉

建家内） 
移送機能 １式 

制御材等の燃料ﾌﾟｰﾙ(2

号炉原子炉建家内)から

の搬出完了まで 
－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

新燃料及び使用済燃料の搬出

を終了していることから，性能

維持施設として管理しない。 原子炉建家クレーン

（２号炉原子炉建家

内） 

原子炉建家クレーン（２

号炉原子炉建家内） 

吊上げ・運搬機

能 
１基 

第２段階中，機能維

持 
－ － － － 

核燃料

物質の

貯蔵施

設 

使用済燃料貯蔵施設

（２号炉原子炉建屋家

内） 

燃料プール 

漏えい防止機能 

遮へい機能 

貯蔵機能 

１式 
貯蔵対象物の燃料ﾌﾟｰﾙ

(2号炉原子炉建家内)か

らの搬出完了まで 
－ － － － 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 要求される機能 台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射性

廃棄物

の廃棄

施設 

気体廃

棄物の

廃棄施

設 

排気口 

排気筒（１

号及び２号

炉共用） 

地上高さ：約１００ｍ 
放出経路確保機

能 
１基 

放射性気体廃棄物の放

出経路の排気口への切

替完了まで 
― ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，維持

すべき期間を終了したことか

ら記載を削除する。 

排気口 地上高さ：約２３ｍ 
放出経路確保機

能 
１基 

放射性気体廃棄物の放

出経路の排気口への切

替完了後から，第２段

階中，機能維持 

タービン建

家屋上 

地上高さ：

約２３ｍ 

排気口 

放射性気体

廃棄物の放

出に影響す

るような有

意な損傷が

ない状態で

あ る こ と 

放出経路確

保機能 
１基 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性能

維持施設の仕様を記載する。 

液体廃

棄物の

廃棄設

備 

機器ドレン処理系 

機器ドレン収集槽 

放射性廃棄物処

理機能 

１基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

機器ドレン清水槽 １基 １基 

機器ドレンサンプル槽 ２基 ２基 

機器ドレンサージ槽 １基 １基 

ろ過装置 

２基 

(常用) 

２基 

(常用) 

１基 

(予備) 

１基 

(予備) 

脱塩装置 １基 １基 

床ドレン処理系 

床ドレン収集タンク 

放射性廃棄物処

理機能 

１基 

第２段階中，機能維

持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

床ドレンサンプルタンク 

（再使用系） 
１基 １基 

床ドレンサンプルタンク 

（放出系） 
２基 ２基 

ろ過装置 １基 １基 

脱塩装置 １基 １基 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 

要求される

機能 
台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射性

廃棄物

の廃棄

施設 

液体廃

棄物の

廃棄設

備 

化学廃液処理系 

雑廃液サージ槽 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機能

維持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

１基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

再生廃液収集タンク ２基 ２基 

廃液濃縮器 ２基 
放射性液体廃棄物を処理する

能力を有する状態であること 
２基 

シャワードレン系（１

号及び２号炉共用） 
シャワードレンタンク ２基 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

２基 

復水器冷却水放水路 復水器冷却水放水路 
放出経路確

保機能 
一式 

放射性液体廃棄物の放出に影

響するような有意な損傷がな

い状態であること 

放出経路確

保機能 
１式 

固体廃

棄物の

廃棄設

備 

濃縮廃液系 濃縮廃液貯蔵タンク 

放射性廃棄

物処理機能 

３基 

第２段階中，機能

維持 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

放射性廃棄

物処理機能 

３基 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

使用済樹脂系 

原子炉冷却材浄化系粉末樹

脂貯蔵槽 

容量：約45m3×2 約225m3

×1 

３基 ３基 

燃料プール冷却浄化系粉末

樹脂貯蔵槽 

容量：約45m3×2 約225m3

×1 

３基 ３基 

使用済樹脂貯蔵槽 

容量：約70m3×2 
２基 ２基 

復水系粉末樹脂貯蔵槽 

容量：約430m3×5 
５基 ５基 

フィルタスラッジ系 
フィルタスラッジ貯蔵槽 

容量：約225m3×2 
２基 ２基 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 

要求される

機能 
台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射線

管理施

設 

屋内管

理用の

主要な

設備 

プロセス・モニタ プロセス系液体モニタ 

放射線監視

機能 

放出管理機

能 

一式 
第２段階中，機能

維持 

・原子炉機器

冷却水系モニ

タ 

 

・原子炉機器

冷却系海水モ

ニタ 

 

・タービン

建家海水ド

レンサンプ

モニタ 

放射性物質

の濃度を測

定できる状

態であるこ

と 

 

警報設定値

において警

報が発信で

きる状態で

あること 

放射線監視

機能 

 

放出管理機

能 

２台 

 

２台 

 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

プロセス系液体モニタを構成

するモニタを記載。 

維持台数は、運転中と差異な

し 

エリア・モニタ エリア・モニタ 
放射線監視

機能 
一式 

第２段階中，機能

維持 

線量当量率を測定できる状態

であること 

 

警報設定値において警報が発

信できる状態であること 

放射線監視

機能 

１３

台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

維持台数は，「原子力発電所放

射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ指針（JEAG4606-

2003）」を基に，「人の駐在」，

「放射線レベルの変動」及び

「人の立ち入り」の観点から

選定したものを性能維持施設

の維持台数とする。 

試料放射能測定装置

（１号及び２号炉共

用） 

測定用機器 

放射線監視

機能 

一式 

第２段階中，機能

維持 

放射線分析ができる状態であ

ること 

放射線監視

機能 
１式 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

放射線管理室（１号及

び２号炉共用） 
放射線管理室 一式 

人の出入管理ができる状態で

あること 
放射線監視

機能 

１式 

汚染除去室（１号及び

２号炉共用） 
汚染除去室 一式 

汚染の管理ができる状態であ

ること 
１式 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 維持すべき仕様，性能 

要求される

機能 
台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

放射線

管理施

設 

屋外管

理用の

主要な

設備 

排気筒モニタ（１号及

び２号炉共用） 

排気筒モニタ 

排気筒ダストモニタ 

排気サンプリング装置 

放射線監視

機能 

放出管理機

能 

一式 

第１段階終了後か

ら，放射性気体廃

棄物の放出経路の

排気口への切替完

了まで 

― ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，維

持すべき期間を終了したこと

から記載を削除する。 

排気口モニタ 

排気口モニタ 

排気口ダストモニタ 

排気サンプリング装置 

一式 

放射性気体廃棄物

の放出経路の排気

口への切替完了後

から，第２段階

中,機能維持 

排気口ダ

ストモニ

タ 

設置場所 

：原子炉建

家４階 

 

検出器 

：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼ

ﾝﾁﾚｰﾀｰ 

 

計測範囲 

： 10-1 ～

103cps 

 

記録場所 

：中央制御

室 

放射性物

質の濃度

を測定で

きる状態

であるこ

と 

 

警報設定

値におい

て警報が

発信でき

る状態で

あること 
放射線監視

機能 

放出管理機

能 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性

能維持施設の仕様を記載す

る。 

排気口モニタ２台のうち１台

は予備機であるため、運用最

低必要台数を性能維持施設の

維持台数とする。 

排気サン

プリング

装置 

設置場所 

：原子炉建

屋家４階,

タービン

建家屋上,

屋外 

 

仕様 

：サンプル

ポンプ,ダ

ストフィ

ルタ（固定

式）,サン

プル配管 

内包する

放射性物

質が漏え

いするよ

うなき裂，

変形等の

異常がな

い状態で

あること 

１式 

●記載の適正化 

放射性気体廃棄物の放出経路

変更工事が完了したため，性

能維持施設の仕様を記載す

る。 

排水モニタ 排水モニタ 一式 

第２段階中，機能

維持 

放射性物質の濃度を測定でき

る状態であること 

警報設定値において警報が発

信できる状態であること 

放射線監視

機能 

放出管理機

能 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●運転中と差異なし 

維持台数の記載を「式」から

「台数」に変更 

排水のサンプリング装

置 
排水サンプリング装置 一式 

内包する放射性物質が漏えい

するようなき裂，変形等の異

常がない状態であること 

１式 

●運転中と差異なし 

原子炉

格納施

設 

その他

の主要

な事項 

原子炉建家常用換気系 

送風機 

 

排風機 

 

高性能粒子フィルタ 

換気機能 

２台 

 

２台 

 

２台 

第２段階中，機能

維持 

給気ファン 

 

排気ファン 

 

高性能粒子

フィルタ 

放射線障害

を防止する

ために必要

な換気がで

きる状態で

あること 

換気機能 

１台 

 

１台 

 

１台 

第２段階中，機

能維持 

●記載の適正化 

給気ファン・排気ファン２台

のうち１台は運転中から予備

機であるため、運用最低必要

台数を性能維持施設の維持台

数とする。 
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性能維持施設 現行 変更 

備考 
施設 

区分 

設備等 

の区分 
設備（建屋）名称 

維持すべ

き仕様，

性能 

要求され

る機能 
台数 維持すべき期間 性能 機能 

維持 

台数 
維持期間 

その他

原子炉

の附属

施設 

非常用

電源設

備 

蓄電池 所内用 蓄電池 
電源供給

機能 

１組

(250V(

A)系) 

２組

(125V) 

第２段階中，機能

維持 
― ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

新燃料及び使用済燃料の搬出終了に加え、商用電源喪失

時に建屋内からの退避を想定し非常用照明の電源として

維持していたが，作業員の建物外への退避はバッテリー

内蔵型誘導灯（蓄電池によらない）により可能であること

から，性能維持施設として管理しない。 

その他

主要施

設 

発電所

補助系 

換気系 

タービ

ン建家

換気系 

空気供給

系 

 

排気系 

換気機能 

１系列 

 

１系列 

第２段階中，機能

維持 

給気ファン 

 

排気ファン 

 

高性能粒子

フィルタ 

放射線障害を防

止するために必

要な換気ができ

る状態であるこ

と 

換気機能 

２台 

 

１台 

 

１台 第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

維持台数の記載を「系列」から「台数」に変更 

管理区域及び非管理区域に設置されている給気ファン各

２台のうち１台は運転中から予備機であるため、運用最

低必要台数を性能維持施設の維持台数とする。 

排気ファンは，排気筒の放出経路変更工事に伴い運用を

１台運転（２台予備）としたことから，運用最低必要台数

を性能維持施設の維持台数とする。 

廃棄物

処理建

家換気

系 

空気供給

系 

 

排気系 

１系列 

 

１系列 

第２段階中，機能

維持 

給気ファン 

 

排気ファン 

 

高性能粒子

フィルタ 

１台 

 

１台 

 

１台 

●記載の適正化 

維持台数の記載を「系列」から「台数」に変更 

給気ファン・排気ファン２台のうち１台は運転中から予

備機であるため、運用最低必要台数を性能維持施設の維

持台数とする。 

消火装置 消火装置 消火機能 一式 

第２段階中，機能

維持 

エリア解体に合わ

せ，供用を終了し

た範囲を除く 

移動形消火器 

消火栓 

（エリア解体に

合わせ，供用を

終了した範囲を

除く） 

消火栓及び移動

形消火器が使用

できる状態であ

ること 

消火機能 １式 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

設備名称を具体的な設備名称に適正化を図る。 

圧縮空

気系 

計器用

圧縮空

気系 

計器用圧

縮空気設

備 

圧縮空気

供給機能 
一式 

第２段階中，機能

維持 

エリア解体に合わ

せ，供用を終了し

た範囲を除く 

－ ― ― ― 

●性能維持施設の見直し 

維持管理の間接系，作業ツールとして維持管理施設に記

載していたが，審査基準の要求を踏まえて整理した結果，

性能維持施設に該当しないと判断したことから，性能維

持施設として管理しない。 

原子炉

補助系 

原子炉

機器冷

却系 

原子炉

機器冷

却海水

系 

原子炉機

器冷却海

水系 

放出経路

確保機能 
２系統 

第２段階中，機能

維持 

エリア解体に合わ

せ，供用を終了し

た範囲を除く 

原子炉機器

冷却水系海

水ポンプ 

放射性液体廃棄

物の放出に必要

な希釈水を供給

できる状態であ

ること 

放出経路

確保機能 
２台 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

維持台数の記載を「系列」から「台数」に変更 

廃止措置計画認可申請書記載のとおり，放出経路確保機

能を担保するため，放射性液体廃棄物の希釈・放出に必要

な流量を満足するために必要な台数を維持台数とする。 

－ クレーン設備 
クレーン

設備 

吊上げ・

運搬機能 
一式 

吊上げ・運搬対象

物の撤去完了まで 

エリア解体に合わ

せ，供用を終了し

た範囲を除く 

－ － － － 

●性能維持施設の見直し 

維持管理の間接系，作業ツールとして維持管理施設に記

載していたが，審査基準の要求を踏まえて整理した結果，

性能維持施設に該当しないと判断したことから，性能維

持施設として管理しない。 

－ 照明設備 

安全確保

上必要な

照明設備

（非常用

照明設

備） 

照明機能 － 
第２段階中，機能

維持 

建屋内 

 

バッテリー

内臓型誘導

灯 

安全確保上必要

な照明設備（誘

導灯）が点灯で

きる状態である

こと 

照明機能 １式 

第２段階

中，機能

維持 

●記載の適正化 

設備名称を具体的な設備名称に適正化を図る。 
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表－３ 廃止措置時のエリア・モニタ機能維持の要否について（１号炉） 

 

審査基準：放射線管理施設の維持管理 

原子炉施設内外の放射線監視①，環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線従事者

の被ばく管理に係る設備②については，適切に維持管理すること。 

 

「JEAG4606-2003 原子力発電所放射線モニタリング指針」 

①人の駐在：運転操作のために人が駐在する場所 

②人の立ち入り（高線量）：通常は施錠などの区域管理をしているが、パトロール等で立ち入る可能性のあ

る区域で運転操作等により放射線レベルが大幅に変動する区域 

③放射線レベルの変動：パトロール、作業等で人が立ち入る代表的な場所又は運転操作等により放射線レ

ベルが変動する可能性のある場所 

 

1号炉 エリア・モニタ一覧表（１／２） 

選定台数 １４台（Ｒ／Ｂ：７台，ＲＷ／Ｂ：３台，ＣＦＤ／Ｂ：４台） 

審査基準 ①原子炉施設内の放射線監視 ②被ばく管理 

ＪＥＡＧ4606-2003 ①人の駐在 ②人の立ち入り（高線量） ③放射線レベルの変動 

CH 
番号 検 出 器 設 置 場 所    

 1 原 子 炉 建 屋 所 員 出 入 口 

Ｒ／Ｂ 

－ － ※ 

 2 Ｔ Ｉ Ｐ 駆 動 装 置 室 － － － 

 3 Ｔ Ｉ Ｐ 装 置 室 － － － 

 4 １ Ｆ Ｌ エ レ ベ ー タ 付 近 － － － 

 5 機 器 搬 入 口 付 近 － － ※ 

 6 スラッジ放出ポンプ室入口 － － ※ 

 7 ２ＦＬ機器搬入ハッチ付近 － － ※ 

 8 プ リ コ ー ト タ ン ク 付 近 － － ※ 

 9 Ｃ Ｒ Ｄ 組 立 保 修 室 － － － 

10 新 燃 料 貯 蔵 庫 付 近 － － ※ 

11 燃 料 プ ー ル 付 近 － ※ － 

12 原 子 炉 ウ ェ ル 付 近 (Ｈ) － － － 

13 原 子 炉 ウ ェ ル 付 近 (LL) － － － 

14 復 水 ポ ン プ 付 近 

Ｔ／Ｂ 

－ － － 

15 給 水 ポ ン プ 付 近 － － － 

16 復 水 デ ミ ネ 制 御 盤 － － － 

17 タ ー ビ ン 機 器 搬 入 口 付 近 － － － 

18 機 器 工 作 室 － － － 

 ※：審査基準およびＪＥＡＧの対象ではないが，当社の今後の解体作業等を勘案し第２段階中は性能維持施

設として管理する。 

 

  



 

31 

 

 

1号炉 エリア・モニタ一覧表（２／２） 

 

審査基準 ①原子炉施設内の放射線監視 ②被ばく管理 

ＪＥＡＧ4606-2003 ①人の駐在 ②人の立ち入り（高線量） ③放射線レベルの変動 

CH 
番号 検 出 器 設 置 場 所    

19 排 ガ ス 試 料 採 取 室 

Ｔ／Ｂ 

－ － － 

20 機 器 ハ ッ チ 付 近 － － － 

21 タービン３ＦＬ(フロント付近) － － － 

22 タービン３ＦＬ (空調室側 )  － － － 

23 中 和 薬 液 注 入 装 置 室 

ＲＷ／Ｂ 

－ － ※ 

24 廃 棄 物 処 理 制 御 室 ○ － － 

25 プ レ ス 室 － － － 

26 固 体 廃 棄 物 搬 出 口 付 近 － － ※ 

27 コ ン ベ ア 操 作 盤 付 近 － － － 

28 コ ン ベ ア 室 － － － 

29 防 護 機 材 配 備 室 前 Ｔ／Ｂ － － － 

30 中 央 制 御 室 Ｒ／Ｂ － － － 

31 希ガス建屋サンプリング室前 Ｃ／Ｂ － － － 

32 ｻ ﾝﾌ ﾟﾘ ﾝｸ ﾞﾌ ｰﾄ ﾞｴ ﾘｱ ( CF D/ B ) 

CFD/B 

－ ※ － 

33 ﾌ ﾟ ﾘ ｺ ｰ ﾄ 装置 ｴ ﾘ ｱ ( C F D / B ) － ※ － 

34 制 御 室 エ リ ア ( C F D / B ) － ※ － 

35 排気処理装置エリア(CFD/B) － ※ － 

36 キ ャ ス ク 置 場 建 屋     

Ｎｏ．３６は供用設備 

※：審査基準およびＪＥＡＧの対象ではないが，当社の今後の解体作業等を勘案し第２段階中は性能維持施

設として管理する。 
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表－４ 廃止措置時のエリア・モニタ機能維持の要否について（２号炉） 

 

審査基準：放射線管理施設の維持管理 

原子炉施設内外の放射線監視①，環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線従事者

の被ばく管理に係る設備②については，適切に維持管理すること。 

 

「JEAG4606-2003 原子力発電所放射線モニタリング指針」 

①人の駐在：運転操作のために人が駐在する場所 

②人の立ち入り（高線量）：通常は施錠などの区域管理をしているが、パトロール等で立ち入る可能性のあ

る区域で運転操作等により放射線レベルが大幅に変動する区域 

③放射線レベルの変動：パトロール、作業等で人が立ち入る代表的な場所又は運転操作等により放射線レ

ベルが変動する可能性のある場所 

 

２号炉 エリア・モニタ一覧表（１／２） 

選定台数 １３台（Ｒ／Ｂ：８台，ＲＷ／Ｂ：５台） 

審査基準 ①原子炉施設内の放射線監視 ②被ばく管理 

ＪＥＡＧ4606-2003 ①人の駐在 ②人の立ち入り（高線量） ③放射線レベルの変動 

CH 
番号 検 出 器 設 置 場 所    

 1 Ｈ Ｐ Ｃ Ｉ タ ー ビ ン 室 

Ｒ／Ｂ 

－ － － 

 2 Ｒ Ｈ Ｒ ポ ン プ 室            （Ａ） － － － 

 3 Ｒ Ｈ Ｒ ポ ン プ 室            （Ｂ） － － － 

 4 Ｃ Ｒ Ｄ 組 立 保 修 室 － － － 

 5 ト ー ラ ス 室 入 口 付 近 － － ※ 

 6 原 子 炉 建 屋 所 員 出 入 口 － － ※ 

 7 Ｔ Ｉ Ｐ 駆 動 装 置 室 － － － 

 8 Ｔ Ｉ Ｐ 装 置 室 － － － 

 9 １ Ｆ Ｌ 機 器 搬 入 口 付 近 － － ※ 

10 Ｒ Ｈ Ｒ 熱 交 換 器 室             (A) － － － 

11 Ｒ Ｈ Ｒ 熱 交 換 器 室             (B) － － － 

12 ２ＦＬ機器搬入ハッチ付近 － － ※ 

13 Ｃ Ｕ Ｗ 熱 交 換 器 室 － － － 

14 Ｃ Ｕ Ｗ ポ ン プ 室             (A) － － － 

15 Ｃ Ｕ Ｗ ポ ン プ 室             (B) － － － 

16 ３ＦＬ機器搬入ハッチ付近 － － ※ 

17 原子炉建屋試料採取盤付近 － － － 

18 Ｆ Ｐ Ｃ ポ ン プ 室 － － ※ 

 ※：審査基準およびＪＥＡＧの対象ではないが，当社の今後の解体作業等を勘案し第２段階中は性能維持施

設として管理する。 
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２号炉 エリア・モニタ一覧表（２／２） 

 

審査基準 ①原子炉施設内の放射線監視 ②被ばく管理 

ＪＥＡＧ4606-2003 ①人の駐在 ②人の立ち入り（高線量） ③放射線レベルの変動 

CH 
番号 検 出 器 設 置 場 所    

19 新 燃 料 貯 蔵 庫 付 近 

 

－ － ※ 

20 燃 料 プ ー ル 付 近 － ※ － 

21 原 子 炉 ウ ェ ル 付 近             (H) － － － 

22 原 子 炉 ウ ェ ル 付 近            (ＬＬ) － － － 

23 廃棄物処理建屋ポンプエリア － － ※ 

24 廃 棄 物 処 理 制 御 室 ○ － － 

25 コ ン ベ ア 操 作 盤 付 近 － － ※ 

26 コ ン ベ ア 室 － － ※ 

27 固 体 廃 棄 物 搬 出 口 付 近 － － ※ 

28 復 水 ポ ン プ エ リ ア 

Ｔ／Ｂ 

－ － － 

29 工 具 室 － － － 

30 タ ー ビ ン 建 屋 試 料 採 取 室 － － － 

31 主通路（チャコール入口付近） － － － 

32 Ｃ Ｂ Ｐ 付 近 － － － 

33 低圧給水加熱器室入口付近 － － － 

34 排 ガ ス サ ン プ リ ン グ 室 － － － 

35 タ ー ビ ン 機 器 搬 入 口 付 近 － － － 

36 主 塞 止 弁 付 近 － － － 

37 タ ー ビ ン フ ロ ン ト － － － 

38 給 水 タ ー ビ ン 室 前 付 近 － － － 

39 タ ー ビ ン 系 排 気 フ ァ ン 室 － － － 

※：審査基準およびＪＥＡＧの対象ではないが，当社の今後の解体作業等を勘案し第２段階中は性能維持施

設として管理する。 



  図－１ エリア・モニタ設置場所（１号炉） 
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図－２ エリア・モニタ設置場所（２号炉） 

35 

 

 


